
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

皓

喜

（
政
党
の
支
部
）

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

異

動

後

異

動

前

届

出

年

月

日

自
由
民
主
党
奈
良
県

会
計
責
任
者

水
井
時
也

中
村
昭

平
成
二
十
六
年

参
議
院
選
挙
区
第
一

一
月
二
十
九
日

支
部

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

異

動

後

異

動

前

届

出

年

月

日

奈
良
県
歯
科
技
工
士

主
た
る
事
務

北
葛
城
郡
王
寺
町

大
和
郡
山
市
城
見

平
成
二
十
六
年

連
盟

所
の
所
在
地

畠
田
五
―
六
―
二

町
三
―
五

一
月
六
日

二

藤
村
保
人
後
援
会

代
表
者

藤
村
保
人

山
口
幸
男

平
成
二
十
六
年

一
月
七
日

会
計
責
任
者

藤
村
圭

元
根
な
つ
み

森
尾
和
正
を
励
ま
す

代
表
者

森
尾
華
子

木
下
正
二

平
成
二
十
六
年

会

一
月
八
日



磯
田
喜
史
後
援
会

主
た
る
事
務

香
芝
市
西
真
美
三

香
芝
市
西
真
美
一

平
成
二
十
六
年

所
の
所
在
地

―
一
―
一
―
五
〇

―
四
―
六

一
月
九
日

一

岡
部
て
つ
お
を
励
ま

会
計
責
任
者

岡
部
充
起

岡
部
利
通

平
成
二
十
六
年

す
会

一
月
十
日

黒
滝
村
あ
ら
い
正
吾

主
た
る
事
務

吉
野
郡
黒
滝
村
中

吉
野
郡
黒
滝
村
粟

平
成
二
十
六
年

後
援
会

所
の
所
在
地

戸
一
〇
三
四
―
二

飯
谷
二
三
九

一
月
十
日

代
表
者


内
幸
二


村
源
四
郎

会
計
責
任
者

髙
野
馨

前
田
茂

Ｃ
Ｓ
Ｆ
福
岡

主
た
る
事
務

香
芝
市
下
田
西
一

香
芝
市
下
田
西
二

平
成
二
十
六
年

所
の
所
在
地

―
三
―
一
〇

―
六
―
三
五

一
月
十
日

た
け
だ
や
す
ひ
こ
後

代
表
者

竹
田
裕
彦

吉
村
章

平
成
二
十
六
年

援
会

一
月
十
日

会
計
責
任
者

竹
田
裕
彦

藤
本
光
義

奈
良
県
医
薬
品
登
録

主
た
る
事
務

吉
野
郡
吉
野
町
丹

橿
原
市
久
米
町
九

平
成
二
十
六
年

販
売
者
政
治
連
盟

所
の
所
在
地

治
一
九
一
―
三

二
六

一
月
十
日

荻
田
義
雄
後
援
会

会
計
責
任
者

城
章

木
村
賢
一

平
成
二
十
六
年

一
月
十
五
日

奈
良
県
生
活
衛
生
同

代
表
者

西
本
正
男

福
住

之
亮

平
成
二
十
六
年

業
組
合
連
合
会
政
治

一
月
十
五
日



連
盟

会
計
責
任
者

西
本
正
男

杉
之
原
元

奈
良
県
土
地
家
屋
調

会
計
責
任
者

森
本
崇

吉
﨑
英
司

平
成
二
十
六
年

査
士
政
治
連
盟

一
月
三
十
日

天
理
市
あ
ら
い
正
吾

主
た
る
事
務

天
理
市
田
井
庄
町

天
理
市
指
柳
町
三

平
成
二
十
六
年

後
援
会

所
の
所
在
地

五
四
六

〇
〇
―
三

一
月
三
十
一
日
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